
令和 8 年 3 月

令和 8 年度 令和 17 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

- 円 - 円

- 円 - 円

3,190 円 3,636 円

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　(消費税及び地方消費税を含まない。）

～計 画 期 間 ：

処 理 区 域 内 人 口 密 度

処 理 場 数

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実
施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を
含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和4年度
実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

令和4年度

流 域 下 水 道 等 へ の
接 続 の 有 無

17.3

なし

有

処 理 区 数 1（金倉川処理区）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

香川県により運営される中讃広域流域下水道（金倉川処理区）に接続し、多度津町内にある金倉川浄化センターにおいて、周
辺三町と一体的に汚水が処理されています。
令和6年度から、農業集落排水施設を公共下水道に接続、旧農業集落排水施設は特定環境保全公共下水道事業としてセグメ
ント管理しながら運営しています。

令和5年度 令和5年度

令和6年度 令和6年度

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

　　　　　　　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　(消費税及び地方消費税を含まない。）

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

一般家庭使用料と同じ

別添２－1

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

一部適用

善通寺市下水道事業経営戦略

令和6年度
（供用開始後1年）

善通寺市

特定環境保全公共下水道事業

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

用途別
基本汚水量
（1月につき）

基本料金
（1月につき）

超過水量
（1月につき）

超過料金
（1㎥につき）

一般汚水 10㎥まで 1,250円 10㎥を超え20㎥まで 165円

20㎥を超え30㎥まで 185円

30㎥を超え50㎥まで 205円

50㎥を超え100㎥まで 215円

100㎥を超えるもの 224円

用途別
基本汚水量
（1月につき）

基本料金
（1月につき）

超過水量
（1月につき）

超過料金
（1㎥につき）

公衆浴場汚水 10㎥まで 1,250円 10㎥を超えるもの 50円



③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

２．将来の事業環境

（１）

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

令和7年度に作成した、令和6年度決算の経営比較分析表を添付しています。

令和6年度決算においては、農業集落排水処理施設を公共下水道に接続し、特定環境保全公共下水道事業として運営したことにより、経常収支比率、経費回収率
ともに100%以上を達成しております。

職 員 数 公共下水道事業の職員で運営しております。

市長ー副市長ー都市整備部ー都市計画課ー下水道係
（公金の出納事務等について会計管理者に事務委任）
平成25年度に水道課と下水道課を組織上統合し、上下水道課が設置されましたが、香川県広域水道企業団が上水道事業を運
営することとなったため、平成30年度から公共下水道事業及び農業集落排水事業を所管する下水道課が設置されました。令和
5年度には、大規模な面整備が完了し、運営が主に維持管理にシフトしたため、組織改編により都市計画課の1係となりました。

該当ありません。

該当ありません。

資 産 活 用 の 状 況

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　*5

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

処理区域内人口の予測

処理区域内人口について、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口に合わせた予測としております。

事 業 運 営 組 織

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

該当ありません。

該当ありません。

 イ　指定管理者制度

マンホールポンプの維持管理業務について、民間業者に委託しています。
下水道使用料徴収業務について、香川県広域水道企業団に委託しています。

民 間 活 用 の 状 況

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。
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（人） 処理区域内人口の予測

実績 推計

（単位：人）
項目 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

処理区域内人口 392 365 335 330 329 327 323 320 317 313 310 306 303 300 296 293



（２）

（３）

（４）

有収水量の予測

有収水量について、水洗化人口を処理区域内人口の予測に合わせて試算し、令和6年度決算の有収水量を基準として予測しております。また、水洗化率につい
て、令和6年度決算時点で100%を達成しているため、計画期間内も100%を維持する見込みとしております。

使用料収入の見通し

使用料収入について、有収水量の予測に令和6年度決算の使用料単価を乗じて見込んでおります。

施設の見通し

特定環境保全公共下水道事業においては、建設改良に係る投資を予定しておりません。公共下水道事業において、管路とMPの改築について、調査・点検計画等
を実施する見込みとし、計画費用を支出に反映しております。
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（千㎥）

千

（人） 有収水量等の予測

水洗化人口 年間有収水量

実績 推計

（単位：人）
項目 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

水洗化人口 392 365 335 330 329 327 323 320 317 313 310 306 303 300 296 293
有収水量(千㎥) 35 35 33 33 31 31 31 31 30 30 30 29 29 29 28 28
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（千円） 使用料収入の見通し

実績 推計

（単位：千円）
項目 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

下水道使用料 5,780 5,727 5,442 4,478 5,190 5,159 5,095 5,048 5,001 4,938 4,890 4,827 4,780 4,733 4,669 4,622



（５）

３．経営の基本方針

４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

特定環境保全公共下水道事業では、投資を予定しておりません。
公共下水道事業において、管路、MPの改築、流域に係る建設負担金に係る投資を予定しております。

本市の公共下水道は、令和６年４月から農業集落排水処理施設を公共下水道に接続して一体的な運営が開始されました。整備区域の拡張建設工事はほぼ既成し
ていることから、大規模な投資額は減少する見込みとなっています。

効率的な事業運営を目指すとともに、公衆衛生の向上、生活環境の改善、公共用水域の水質改善等を目的とし、安心・安全で快適な市民生活や美しく暮らしよい
まちづくりのため、次の事項について取り組みます。

ア 人口減少等を踏まえた効率的な汚水処理方法の選択
イ 維持管理経費節減の推進
ウ 施設の安定稼働に資するための計画的修繕の実施
エ 下水道への接続促進及び土地利用の状況に応じた末端管渠整備

また、本市における特定環境保全公共下水道事業の令和6年度の経費回収率は、公共下水道事業との収支配分の関係から100％を大きく超えております。特定環
境保全公共下水道事業においては、計画期間内において経費回収率、経常収支比率を100%は下回らないよう運営していきます。

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

使用料収入について、「使用料収入の見通し」で見込んだ使用料収入とし、水洗化率100%の維持に努めます

繰入金について、高資本費対策に係る基準内繰入を計上しております。

特定環境保全公共下水道事業では、建設改良に係る投資は予定しておりません。
公共下水道事業においては、計画的な点検、調査を行うことにより、投資の平準化を図ります。

組織の見通し

目 標

水洗化率100%を維持することを目標とします。

令和7年度に公共下水道事業職員1名の人員削減を行ったため、計画期間内は現状の体制を維持する予定としております。

目 標



③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

②　今後の財源についての考え方・検討状況

下水道への接続促進及び土地利用の状況に応じた末端管渠整備を行うことにより、施設が有効に活
用されるよう努めてまいります。

令和12年度の経営戦略改定時に、今回と同様に使用料改訂の検討を含めて見直しを行います。使用料の見直しに関する事項

該当ありません。

処理場がないこと、大規模な建設事業を見込んでいないこと等から、PPPやPFIの手法を活用する場面
は想定できません。

管渠の更新を計画的に行っていくため、効率的・効果的な更新・長寿命化に関する計画の検討を進め、
投資平準化の観点を反映した施設更新計画を検討していきます。

令和6年度から、農業集落排水施設を公共下水道に接続、旧農業集落排水施設は特定環境保全公共
下水道事業としてセグメント管理しながら運営しております。今後も他団体事例等を参考に、効率化でき
る業務について検討していきます。

広域化・共同化・最適化に関する事項

その他の取組

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

投資の平準化に関する事項

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。

・動力費に関する事項
 　令和6年度決算値に、物価上昇率を反映した見込みとしております。
物価上昇率については、内閣府から公表されている消費者物価指数の成長移行ケースを反映しております（以下、同様）。

・委託費に関する事項
　令和6年度決算値に、物価上昇率を反映した見込みとしております。

・その他
　維持管理に係る流域負担金については、県の計画資料の単価に、本市の水量を乗じた金額を計上しております。

資産活用による収入増加
の取組について

その他の取組 該当ありません。



③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

該当ありません。

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

経営戦略で試算した内容については、将来的に実績との間にある程度の乖離が発生することが想定されるほか、社
会状況の変化等により、当初の見通しから大きく乖離することも考えられます。
このため、経営戦略については、計画期間の中間点である令和12年度において検証を行い、見直し（ローリング）を
行うこととします。また、毎年度の進捗管理（モニタリング）を行い、乖離が著しい場合には随時見直しを行います。

職員給与費に関する事項 該当ありません。

動力費に関する事項
マンホールポンプの稼働電力に要する経費が想定されておりますので、コスト面を検討できるよう先進事
例等を研究し、低コスト化に努めます。

修繕費に関する事項
修繕と定期点検とのバランスを勘案し、老朽化施設の修繕費の低減を検討します。また、効率的な修繕
工事や委託発注の実施による経費削減を継続して検討します。

委託費に関する事項

民間における業務遂行の検討は継続的に実施し、サービスの向上及び経費削減となるよう、より一層の
競争の原理に基づいた費用の算定に努めます。また、香川県内市町において、管渠及びマンホールポ
ンプの維持管理業務を共同発注することによる維持管理経費の縮減や、管路施設台帳の電子化に向け
た共同実施等を検討します。

その他の取組

各種研修会への参加等により、経営マインドを持った人材育成に取り組むと共に、これまで培われてきた
職員の知識や技術が途絶えることがないよう、次世代へ継承するための取組みを検討していきます。ま
た、計画期間内に起債の償還が終わるため、事務負担の軽減や経営の効率化の観点から、公共下水
道事業とのセグメント統合に関する調査、研究を始めていきます。

薬品費に関する事項

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

民間活力の活用に関する事項について、現在のところ導入を予定していませんが、今後他団体の取組
状況を参考にしながら検討を行います。

経費回収率向上に向けたロードマップ

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

使用料 改定検討

接続促進

経費削減

経営戦略 改定

経費回収率
(％)

127.8 201.6 200.3 198.9 182.0 180.8 179.5 178.3 173.3 171.9 170.7

経常収支比率
(％)

113.2 118.1 118.2 118.3 116.3 116.3 115.9 115.7 114.9 114.5 114.2

経営戦略計画期間

その他
経営改善

業績目標



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 5,190 4,545 5,095 5,048 5,001 4,938 4,890 4,827 4,780 4,733 4,669 4,622

(1) 5,190 4,545 5,095 5,048 5,001 4,938 4,890 4,827 4,780 4,733 4,669 4,622

(2) (B)

(3)

２． 12,323 21,627 11,650 11,358 11,108 10,917 10,752 10,728 10,728 10,728 10,728 10,728

(1) 1,595 10,899 922 630 380 189 24

1,595 8,899 922 630 380 189 24

2,000

(2) 10,728 10,728 10,728 10,728 10,728 10,728 10,728 10,728 10,728 10,728 10,728 10,728

(3)

(C) 17,513 26,172 16,745 16,406 16,109 15,855 15,642 15,555 15,508 15,461 15,397 15,350

１． 12,872 21,883 13,256 13,249 13,242 13,441 13,432 13,417 13,409 13,458 13,444 13,436

(1)

(2) 2,144 11,155 2,528 2,521 2,514 2,713 2,704 2,689 2,681 2,730 2,716 2,708

6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8

2,138 11,149 2,521 2,514 2,507 2,706 2,697 2,682 2,674 2,723 2,708 2,700

(3) 10,728 10,728 10,728 10,728 10,728 10,728 10,728 10,728 10,728 10,728 10,728 10,728

２． 1,533 1,229 922 630 380 189 24

(1) 1,533 1,229 922 630 380 189 24

(2)

(D) 14,405 23,112 14,178 13,879 13,622 13,630 13,456 13,417 13,409 13,458 13,444 13,436

(E) 3,108 3,060 2,567 2,527 2,487 2,225 2,186 2,138 2,099 2,003 1,953 1,914

(F)

(G) 59

(H) △ 59

3,049 3,060 2,567 2,527 2,487 2,225 2,186 2,138 2,099 2,003 1,953 1,914

(I) 3,049 6,109 8,677 11,204 13,691 15,916 18,102 20,240 22,339 24,341 26,294 28,208

(J) 21,268 23,963 26,531 29,059 31,546 33,771 35,957 38,095 40,194 42,196 44,149 46,063

971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971 971

(K) 16,226 15,862 13,952 10,270 10,068 2,880 528 528 528 528 528 528

15,698 15,334 13,425 9,742 9,541 2,353

528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528 528

( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 5,190 4,545 5,095 5,048 5,001 4,938 4,890 4,827 4,780 4,733 4,669 4,622

(N)

(O)

(P)

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した資
金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

う ち 建 設 改 良 費 分

う ち 一 時 借 入 金

う ち 未 払 金

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

流 動 負 債

支 出 計

経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益

特 別 損 失

特 別 損 益 (F)-(G)

収

益

的

収

支

当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

流 動 資 産

う ち 未 収 金

収

益

的

収

入

材 料 費

収

益

的

支

出

営 業 費 用

職 員 給 与 費

基 本 給

退 職 給 付 費

そ の 他

経 費

動 力 費

修 繕 費

支 払 利 息

補 助 金

他 会 計 補 助 金

そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

収 入 計

そ の 他

そ の 他

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

令和9年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

営 業 外 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

そ の 他

令和8年度

営 業 収 益



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１．

２．

３． 15,393 15,333 15,334 13,425 9,742 9,541 2,353

４．

５．

６．

７．

８．

９．

(A) 15,393 15,333 15,334 13,425 9,742 9,541 2,353

(B)

(C) 15,393 15,333 15,334 13,425 9,742 9,541 2,353

１．

２． 15,394 15,698 15,334 13,425 9,742 9,541 2,353

３．

４．

５．

(D) 15,394 15,698 15,334 13,425 9,742 9,541 2,353

(E) 1 365

１． 1 365

２．

３．

４．

(F) 1 365

(G)

(H) 66,091 50,393 35,060 21,635 11,893 2,353

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度 令和6年度 令和7年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

1,595 8,899 922 630 380 189 24

1,533 8,826 922 630 380 189 24

62 73

15,393 15,333 15,334 13,425 9,742 9,541 2,353

15,393 15,333 15,334 13,425 9,742 9,541 2,353

16,988 24,232 16,256 14,055 10,122 9,730 2,377

令和17年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度令和9年度令和8年度

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

令和16年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資

本

的

収

入

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

計

そ の 他

令和14年度 令和15年度 令和16年度

他 会 計 負 担 金

令和17年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度


